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見せ合い、作文の良い点やアドバイスを伝え

合っていた。今回の作文カンファレンスで

は、生徒が作文を発表したときに「いいね」

「なるほど」「すごい」との感想が多く聞か

れた。このように互いのよさを認め合う関係

性を、「書く」ことの指導だけでなく、授業

のあらゆる場面で育成していくことが生徒の

書く能力の向上に繋がると考える。 

 

ⅤⅤ  今今後後のの課課題題  

１１．．主主体体性性のの育育成成  

主体性を育むためは、生徒が自己決定し、

その上で成功したという達成感を得ることが

必要である。そのために、まず「書く」題材

を自分で決定しなければならない。しかし選

ぶ題材によって作文の難易度は変わってく

る。生徒が書きたいと思った題材であって

も、授業での評価を気にして、「書ける」題

材を選んでしまう生徒がいる。今後、生徒の

「書きたい」という気持ちを育むためにはど

のような手立てが必要であるか考えたい。 

２２．．推推敲敲のの技技能能  

 作文カンファレンスでは、推敲の場面での

実施が有効だったと感じている生徒が多かっ

た。しかし実践Ⅱでは、それぞれ選んだ題材

が違ったため、表記面に関する推敲にとどま

り、内容に言及できたグループはほぼいなか

った。それを受けて実践Ⅲでは推敲のポイン

トを具体的に確認してから記述・推敲を行っ

た。特に内容面を中心に推敲するよう指示し

た。その結果、根拠の適切さや主張との関連

性など、内容に注目して推敲できたグループ

が増えた。しかし今度は、表記についての注

意が薄れてしまった。さらに誤字脱字には気

付けても、文法的な誤りに気付けないことが

多かった。表記、内容どちらも推敲すること

で、伝えたい内容がより的確に伝わる文章に

なる。推敲する時間を十分に確保するととも

に、生徒の推敲技能を育成していきたい。 
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【【概概要要】】本研究は、知的障害特別支援学校において系統性のある性教育を行うために、実

践を行いながら小学部から高等部までの全体計画を作成した。まず、全国都道府県の「性

に関する指導の手引き」を調査及び検討し、包括的・系統的な指導内容と実施計画を策定

するための基礎資料とした。次に、知的障害特別支援学校における児童生徒及び保護者の

性教育に関するニーズ調査と県内知的障害特別支援学校の養護教諭と性教育担当者に実態

調査を行い、当事者ニーズや教育的ニーズを把握した。それらを参考に各学部で発達段階

に合わせた授業内容を検討し、全体計画を作成した。実践は、主に知的障害教育部門小学

部で実施し、授業内容や適切な教材等について検討した。また授業や日常生活での児童の

観察・記録を行い、発言や行動から変容を抽出し、実践と全体計画の妥当性を検証した。  

 

ⅠⅠ  問問題題とと目目的的  

１１．．問問題題のの所所在在 

筆者がこれまで担当してきた知的障害教育

部門の小学部においては、トイレ指導や着替

えの際に男女の空間を分けるなど、日常生活

に関わる基本的な性教育は行われている。し

かし、身体や心の変化、異性との関わりなど、

より発展的な性教育については明確な年間計

画がなく、実施と内容は、学年や担任教員の

判断に委ねられている。また、担当した小学

部の児童や、過去に指導した高等部の生徒に

は、性に関する問題行動が発生している。こ

れらの事例に対しては、主に問題発生後の個

別指導によって対応してきたが、事例の発達

に応じた性教育を計画的に実施することで、

性に関する自己管理行動を涵養できるのでは

ないかと考えた。 

（（１１））性性教教育育にに関関すするる国国際際動動向向  

国連は、2009 年に国際セクシュアリティ教

育ガイダンス（以下、国際ガイダンス）によ

り、包括的性教育の指針を示した。この中で

は、８つのキーコンセプトが示され、人権尊

重を基盤に、健康とウェルビーイング、ジェ

ンダー平等など、幅広いテーマが定義され、

繰り返し学び続けていくことを求めている。

また、この８つのキーコンセプトは、SDGｓの、

目標４「すべての人々への包括的かつ公正な

質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促

進する」ことの実現に向けた方策の一つに位

置づけられ（小畑・鶴岡・古井 2021）、すでに

国際水準の性教育スタンダードとなってい

る。（浅井 2018）。 

（（２２））性性教教育育にに関関すするる国国内内のの動動向向  

一方、日本の性教育は、「東京都立七生養護

学校で行われていた性教育に対するバッシン

グ以降、学校における性教育は後退した」（鶴

岡・古井 2024）。以降、教育現場は性教育の実

施に対して委縮し、未だ学習内容には歯止め

規定があるなど、十分な性教育が行われてい

るとは言えない。日本弁護士連合会（2023）

は、「日本の学校教育における性教育は、国際

的標準にすることが事態の改善に必要である」
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と指摘し、性教育の不足から生じる様々なリ

スクや被害を取り上げた『「包括的性教育」の

実施とセクシュアル・リプロダクティブ・ヘ

ルス＆ライツを保護する包括的な法律の制定

及び制度の創設を求める意見書』を国及び地

方公共団体に提出している。また、日本は、

「障害者の権利に関する条約」（以下、権利条

約とする）を批准している。2022 年、国連は

日本国内の条約履行に関する審査をスイスの

ジュネーブで行い、その結果、多くの改善点

が見つかり、日本政府に対して勧告が行われ

た。その中に、「質の高い、年齢に適した性及

び生殖に関する保健サービス及び包括的な性

教育が、全ての障害者、特に障害のある女性

及び女児に対して、障害者を包容し、かつ利

用しやすいことを確保すること」（国際連合

2022）と述べられている。障害のある人々が、

性と生殖に関する性教育と保健サービスを十

分に受けられていないことや、日本の性教育

の遅れを指摘しており、このことからも限定

的に実施されている学校教育での性教育を見

直し、包括的性教育が体系的に取り組まれる

ことが喫緊の課題であると言える。 

（（３３））特特別別支支援援学学校校ににおおけけるる性性教教育育のの現現状状  

特別支援学校における性教育の実施状況に

ついては高いとは言い難い。児島・細渕ら

（2010）は、「性教育を教育課程に位置づけて

いるのは、知的障害特別支援学校の小学部で

約３分の１、中・高等部でも約２分の１とい

う数字であり、依然として性教育を教育課程

に位置づけにくい状況である」と述べており、

性教育を教育課程に位置づけていないことや、

年間指導計画が作成されていないなど、系統

的な性教育が行われていないといった課題は

指摘されており、全国的な傾向として捉えら

れる。しかし、障害者は障害のない人に比べ

て性被害を受けやすいことや意図せず加害者

になってしまうことが指摘されており（糸岡

ら：2023）、障害のある子どもが自分自身を守

るためにも包括的性教育が重要かつ有効であ

ると考える。 

以上のように、子どもを取り巻く性の現状

を考えると、学習指導要領に示されている指

導内容では不十分であり、特に知的障害特別

支援学校では、発達の視点から包括的で継続

的・系統的な性教育の推進が必要である。 

２２．．本本研研究究のの目目的的  

前述の実態と指摘を踏まえ、高等部期の保

健分野の授業を通して限定的な性教育を受け

るのではなく、小学部の低学年から高等部へ

と、繋がりのある性教育の学習を計画的、継

続的に実施されることが必要である。すなわ

ち、自分や周りの人を大切にし、自らの人生

において性に関する責任ある自由な選択をす

る知識とスキルを習得し、自己を管理する行

動を涵養するため、小学部から高等部までの

発達の状態に応じた系統性のある性教育を行

う必要がある。そのために、知的障害がある

児童生徒やその保護者のニーズを踏まえ、性

教育の全体計画と効果的な指導方法を構築す

ることを目的とする。 

 

ⅡⅡ  研研究究方方法法 

１１．．資資料料収収集集のの手手続続ききとと対対象象  

 本研究の目的に向けて、以下の３つの検討

課題を設定して接近した。 

（（１１））検検討討１１：：全全国国都都道道府府県県教教育育委委員員会会のの

「「性性にに関関すするる指指導導のの手手引引きき（（以以下下、、「「手手引引

きき」」ととすするる））」」のの調調査査及及びび検検討討  

各都道府県の性教育の内容、全体計画を把

握し、包括的・系統的な指導内容と実施計画

を策定するための基礎資料として、国際ガイ

ダンスに照らして不足する内容を抽出するこ

とを目的に調査を実施した。手続きは、イン

ターネットで全国すべての都道府県教育委員

会が発行する「手引き」を収集し、取扱内容

を検討した。（2024 年 10 月～12 月実施） 

（（２２））検検討討２２：：性性教教育育指指導導のの実実態態とと当当事事者者

ニニーーズズ調調査査  

検討１の結果を踏まえ、①県内特別支援学
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校知的障害教育部門の性教育担当教員と養護

教諭、②県立Ａ特別支援学校（以下、Ａ校）

の児童生徒及びその③保護者を対象に、性教

育に関する教育的ニーズを把握した。その際

に、児童生徒は何を知りたいと思っているか、

保護者が何の指導を望んでいるかなど、当事

者のニーズに焦点化して把握することに努め

た。 

県内特別支援学校の性教育担当者には、

Google フォームによるオンライン質問紙法

調査及び半構造化面接調査、児童生徒及び保

護者には、Google フォームによる質問紙法調

査を行った（2025 年１～２月実施）。 

（（３３））検検討討３３：：小小学学部部 66 年年児児童童にに対対すするる性性教教

育育実実践践とと全全体体指指導導計計画画のの検検討討  

 検討１～２の結果を踏まえた授業を実施し、

授業内容についての児童の理解の評価と教育

課程上の指導の位置づけと、内容が発達の状

態や児童生徒の実態（ニーズを含む）に合っ

たものとなっているかの観点から検討した上

で、全体計画を作成した。対象は、Ａ校知的

障害教育部門小学部６年生の児童（22 名）、

Ａ校知的障害教育部門小・中・高等部の保健

体育科教員を対象とした。 

 授業案と授業計画は、小学部６学年担当の

教員と検討して授業を実施した。資料収集は、

授業における児童の言動を映像記録し、日常

生活での行動については、授業内容に関連す

ると思われたエピソード記録を収集した。ま

た、全体計画は、月１回の小・中・高等部の

保健体育科教員による教科部会で検討し、作

成した（2025 年度実施）。 

２２．．分分析析のの観観点点とと方方法法  

（（１１））検検討討１１：：全全国国都都道道府府県県教教育育委委員員会会のの「「手手

引引きき」」のの検検討討 

「手引き」に①特別支援学校についての記

載があるかどうか、②全体計画の記載がある

か、③取扱内容、を比較した。また、全体計

画の記載については、国際ガイダンスの８つ

のキーコンセプトと比較検討した。 

（（２２））検検討討２２：：性性教教育育指指導導のの実実態態とと当当事事者者ニニ

ーーズズのの検検討討  

教員・児童生徒・保護者を対象としたアン

ケートは、同じ質問内容に揃え、回答の相違

点や共通点を整理した。また、教員対象のア

ンケートには、①性教育をどの授業で行って

いるか、②年間計画が作成されているかなど、

児嶋ら（2011）の先行研究と比較するための

質問を加えた。 

（（３３））検検討討３３：：小小学学部部６６年年児児童童にに対対すするる性性教教

育育実実践践とと全全体体指指導導計計画画のの検検討討  

①性教育の実践検討は、学年担当教員と合

議により目標の設定と達成状況を評価し、必

要に応じて改善授業を行い、児童の変容を記

録した。特に「ふれあいゲーム」の授業は、

継続して行ったため、児童が「ふれあう」こ

との内容や選ぶ相手、「ふれあい」をお願いさ

れた時の返答に変化が見られたか、等を映像

記録から確認・評価した。 

そして、②全体計画の検討は、まず各学部

で行い、最終的には、系統性をもたせるため

に、各学部の性教育実践を踏まえ、実施に必

要な前段階の理解内容が事前に計画されてい

たかを検討した。また、８つのキーコンセプ

ト（検討１）の不足項目を授業の全体計画に

入れる時期・タイミングが適切か、また、児

童生徒や保護者のニーズ（検討２）との整合

性についても検討した。 

 

ⅢⅢ  結結果果とと考考察察 

１１．．「「手手引引きき」」にに関関すするる調調査査結結果果 

現在、「手引き」を作成し、ホームページ上

で公開している自治体は全国で 18 の都道府

県・都市であった。また、ホームページ上で

は公開していないが、備えていると回答した

自治体は１県であった。その内容は、教育課

程全体にわたる系統的な計画（以下、「全体計

画」とする）を具体的に記載している例は少

なく、特に独自の単元名や学年ごとの具体的

な指導内容にまで落とし込んでいるものは限
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と指摘し、性教育の不足から生じる様々なリ

スクや被害を取り上げた『「包括的性教育」の

実施とセクシュアル・リプロダクティブ・ヘ

ルス＆ライツを保護する包括的な法律の制定

及び制度の創設を求める意見書』を国及び地

方公共団体に提出している。また、日本は、

「障害者の権利に関する条約」（以下、権利条

約とする）を批准している。2022 年、国連は

日本国内の条約履行に関する審査をスイスの

ジュネーブで行い、その結果、多くの改善点

が見つかり、日本政府に対して勧告が行われ

た。その中に、「質の高い、年齢に適した性及

び生殖に関する保健サービス及び包括的な性

教育が、全ての障害者、特に障害のある女性

及び女児に対して、障害者を包容し、かつ利

用しやすいことを確保すること」（国際連合

2022）と述べられている。障害のある人々が、

性と生殖に関する性教育と保健サービスを十

分に受けられていないことや、日本の性教育

の遅れを指摘しており、このことからも限定

的に実施されている学校教育での性教育を見

直し、包括的性教育が体系的に取り組まれる

ことが喫緊の課題であると言える。 

（（３３））特特別別支支援援学学校校ににおおけけるる性性教教育育のの現現状状  

特別支援学校における性教育の実施状況に

ついては高いとは言い難い。児島・細渕ら
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性教育を教育課程に位置づけていないことや、
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れる。しかし、障害者は障害のない人に比べ
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になってしまうことが指摘されており（糸岡

ら：2023）、障害のある子どもが自分自身を守

るためにも包括的性教育が重要かつ有効であ

ると考える。 

以上のように、子どもを取り巻く性の現状

を考えると、学習指導要領に示されている指

導内容では不十分であり、特に知的障害特別

支援学校では、発達の視点から包括的で継続

的・系統的な性教育の推進が必要である。 

２２．．本本研研究究のの目目的的  

前述の実態と指摘を踏まえ、高等部期の保

健分野の授業を通して限定的な性教育を受け

るのではなく、小学部の低学年から高等部へ

と、繋がりのある性教育の学習を計画的、継

続的に実施されることが必要である。すなわ

ち、自分や周りの人を大切にし、自らの人生

において性に関する責任ある自由な選択をす

る知識とスキルを習得し、自己を管理する行

動を涵養するため、小学部から高等部までの

発達の状態に応じた系統性のある性教育を行

う必要がある。そのために、知的障害がある

児童生徒やその保護者のニーズを踏まえ、性

教育の全体計画と効果的な指導方法を構築す

ることを目的とする。 

 

ⅡⅡ  研研究究方方法法 

１１．．資資料料収収集集のの手手続続ききとと対対象象  

 本研究の目的に向けて、以下の３つの検討

課題を設定して接近した。 

（（１１））検検討討１１：：全全国国都都道道府府県県教教育育委委員員会会のの

「「性性にに関関すするる指指導導のの手手引引きき（（以以下下、、「「手手引引

きき」」ととすするる））」」のの調調査査及及びび検検討討  

各都道府県の性教育の内容、全体計画を把
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（（２２））検検討討２２：：性性教教育育指指導導のの実実態態とと当当事事者者

ニニーーズズ調調査査  

検討１の結果を踏まえ、①県内特別支援学
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校知的障害教育部門の性教育担当教員と養護

教諭、②県立Ａ特別支援学校（以下、Ａ校）
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ⅢⅢ  結結果果とと考考察察 

１１．．「「手手引引きき」」にに関関すするる調調査査結結果果 

現在、「手引き」を作成し、ホームページ上

で公開している自治体は全国で 18 の都道府

県・都市であった。また、ホームページ上で

は公開していないが、備えていると回答した

自治体は１県であった。その内容は、教育課

程全体にわたる系統的な計画（以下、「全体計
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なく、特に独自の単元名や学年ごとの具体的
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られていた。全体計画において、幼稚園段階

からの記載がある自治体は３県２市のみであ

り、多くは小学校段階からの記載となってお

り、小学校第４学年からの記載が一般的であ

った。これは学習指導要領における扱いに準

じていると考えられる。加えて、ジェンダー

に関する記述が見られない「手引き」も多く、

「多様な性」という表現を明確に使用してい

る自治体は５県に限られた。全体として、包

括的系統的な性教育の計画が策定されている

自治体は 12 あり、これらの状況から、多くの

自治体において包括的性教育への取り組みが

限定的であることが確認できた。

また、手引きを作成している自治体は、概

ね８つのキーコンセプトの項目を網羅してい

た。なお、特別支援学校の計画に反映させて

いる自治体は、２県のみであった。特筆すべ

き事例として、奈良県は 2025 年２月に新たに

手引きを作成し、国際ガイダンスで示された

８つのキーコンセプトに基づき、各学習内容

がどの項目に該当するのかを明記していた。

このような記述は従来の手引きには見られず、

奈良県の包括的性教育の視点をもって取り組

もうとしている姿勢が窺える。

検討２で対象としたＡ校には、これまで性教

育の全体計画がなく、個別指導の記録しかな

かった。そこで、令和７年度は、小学部から

高等部まで、松浦賢長（2018）『ワークシート

から始める特別支援教育のための性教育』を

共通のワークブックとして活用し、実践を行

うこととした。授業ですぐに活用できるイラ

ストやワークシートが載っており、計画的に

全学部で共通の教材を使用できる点が利点で

あった。このワークブックの計画は概ね８つ

のキーコンセプトに適合していたが、健康安

全教育が強調されて、「人権」「多様なセクシ

ュアリティの尊重」「性的同意」に関する内容

が不足していた（表１）。「人権の尊重」や「多

様な性の理解」に関する内容を補う必要が確

認された。そこで、奈良県などの全体計画を

参考に指導内容を策定することとした。

２２..性性教教育育のの実実態態とと当当事事者者ニニーーズズ調調査査のの結結果果 

アンケートの回収率は、教員及び養護教諭

88％（ 21/24）、児童生徒は、小学部 26％

（33/124）、中学部 21％（17/80）、高等部 21％

（33/154）、保護者 27％（99/358）であった。

（（１１））学学校校教教育育ににおおけけるる性性教教育育のの必必要要性性 

性教育については、保護者と教員の全員

（100％：120/120）が「必要」と回答した。

表１ Ａ校が参考にした授業計画

図図１１ 性性教教育育のの実実施施 

図図２２ 性性教教育育のの授授業業時時間間数数 
検討２で対象としたＡ校には、これまで性教
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しかし、性教育の実施に関して、定期的に

性教育を行っていたのは県内で 1 校のみで、

殆どが不定期の実施であった（図１、図２）。

また、年間計画を作成している学校も同校の

みであった（図３）。

（（２２））性性教教育育のの内内容容にに関関すするるニニーーズズににつついいてて 

児童生徒のニーズは「人間関係」や望まし

いコミュニケーション、性に関わる意思決定

を含む「健康と幸福のためのスキル」、思春期

の気持ちや体の変化の「人間のからだと発達」

についてが多かった。「ジェンダーの理解」や

「性と生殖に関する健康」を選択する者は少

なかった（図４、図５、図６）。他方、保護者

のニーズは、「人間のからだと発達」が一番多

く、「人間関係」「暴力と安全確保」「性と生殖

に関する健康」も半数以上が必要と回答した。

「人間関係」と「人間のからだと発達」につ

いては、児童生徒と一致しているが、保護者

はさらに性的虐待や性暴力、妊娠や避妊など

についての教育も必要だと感じていることが

わかった。また、教員のニーズは「人間関係」

と「人間のからだと発達」が多かったが、半

数が「性と生殖に関する健康」を扱う必要が

あると考えており、保護者と教員のニーズは

共通することがわかった（図７、図８）。

以上のように、本調査から特別支援学校に

おける性教育の必要性は教職員・保護者とも

に強く認識されているものの、実際には計画

的な取り組みは殆ど行われておらず、行って

いても取り扱う内容が限定的、かつ、断片的

であることが推測される。

また、児童生徒のニーズは「人間関係」「人間

図図４４ 学学校校でで何何をを教教ええててほほししいいかか（（小小学学部部）） 

図図５５ 学学校校でで何何をを教教ええててほほししいいかか（（中中学学部部）） 

図図６６ 学学校校でで何何をを教教ええててほほししいいかか（（高高等等部部）） 

図図３３ 性性教教育育のの年年間間指指導導計計画画作作成成のの状状況況 

図図７７ 性性教教育育でで何何をを教教ええててほほししいいかか（（保保護護者者）） 

図図８８ 性性教教育育でで何何をを教教ええるるかか（（教教員員）） 
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られていた。全体計画において、幼稚園段階

からの記載がある自治体は３県２市のみであ

り、多くは小学校段階からの記載となってお
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じていると考えられる。加えて、ジェンダー

に関する記述が見られない「手引き」も多く、
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ストやワークシートが載っており、計画的に

全学部で共通の教材を使用できる点が利点で

あった。このワークブックの計画は概ね８つ

のキーコンセプトに適合していたが、健康安

全教育が強調されて、「人権」「多様なセクシ

ュアリティの尊重」「性的同意」に関する内容

が不足していた（表１）。「人権の尊重」や「多

様な性の理解」に関する内容を補う必要が確

認された。そこで、奈良県などの全体計画を

参考に指導内容を策定することとした。

２２..性性教教育育のの実実態態とと当当事事者者ニニーーズズ調調査査のの結結果果 

アンケートの回収率は、教員及び養護教諭

88％（ 21/24）、児童生徒は、小学部 26％
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あると考えており、保護者と教員のニーズは

共通することがわかった（図７、図８）。

以上のように、本調査から特別支援学校に

おける性教育の必要性は教職員・保護者とも

に強く認識されているものの、実際には計画

的な取り組みは殆ど行われておらず、行って

いても取り扱う内容が限定的、かつ、断片的

であることが推測される。

また、児童生徒のニーズは「人間関係」「人間

図図４４ 学学校校でで何何をを教教ええててほほししいいかか（（小小学学部部）） 

図図５５ 学学校校でで何何をを教教ええててほほししいいかか（（中中学学部部）） 

図図６６ 学学校校でで何何をを教教ええててほほししいいかか（（高高等等部部）） 

図図３３ 性性教教育育のの年年間間指指導導計計画画作作成成のの状状況況 

図図７７ 性性教教育育でで何何をを教教ええててほほししいいかか（（保保護護者者）） 

図図８８ 性教育でで何を教ええるかか（（教員）） 
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のからだと発達」共に関心が高い一方で、「性

と生殖」「ジェンダー理解」は低かった。これ

は、知識や生活経験の差によるものであると

考えられ、指導計画の中で年齢や理解度に応

じた段階的指導が必要と思われた。Ａ校にお

けるワークブックを活用した性教育の全体計

画では、取り扱う内容が保護者のニーズと概

ね合致しているが、児童生徒のニーズである

「望ましいコミュニケーション」「性に関わる

意思決定」を含む「健康と幸福のためのスキ

ル」に関する内容が不足することがわかった。 

３３..性性教教育育のの実実践践とと全全体体指指導導計計画画作作成成にに関関すす

るる結結果果とと考考察察  

（（１１））実実施施ししたた実実践践とと位位置置付付けけ  

授業実践は、①手洗い・歯磨き・清潔な体  
②お風呂の入り方③プールでの着替え（プ

ライベートゾーン）④ふれあいゲーム⑤体の

大事なところ（プライベートゾーン）を実施

した。  
①は、児童と保護者のニーズである「人間

のからだと発達」に位置づけられ、８つのキ

ーコンセプトの「健康とウェルビーイングの

ためのスキル」にも該当する。保健体育科の

保健分野の授業で発達状況に応じた２つのグ

ループに分かれて合宿前に５時間実施した。

②は、児童のニーズである「人間のからだと

発達」に位置づけられ、男女の違いや体の名

称などの理解を促す内容で、生活科として２

時間実施した。③は、保護者のニーズである

「暴力と安全確保」に位置づけられ、プライ

ベートゾーンとなる体の大事な部分について

の学習をプール学習の前に生活科で１時間実

施した。④は、児童のニーズであった「セク

シュアリティと性的行動（人とのふれあい、

適切な関わり）」と、「健康とウェルビーイン

グのためのスキル」、「人間関係」、また、保護

者のニーズである「暴力と安全確保」に位置

づけられ、人とのふれあいや同意、意思決定

などの学習を生活科で 10 時間実施した。⑤

は、児童のニーズである「人間のからだと発

達」、保護者のニーズである「暴力と安全確保」

に位置づけられ、「ふれあい」の実践内容と合

わせて生活科で３時間実施した。  
実践①『健康はかせになろう～手洗い・歯 

磨き・清潔な体～』 

・目的：手洗いや歯磨き、体の清潔保持が健 

康に直結することを理解し、自ら実践する態 

度を育てる。 

・概要：手洗いや歯磨きは普段の様子を動画 

で撮影し、どのように洗ったらよいか磨いた 

らよいか話し合い、模型を使用したり鏡で 

自分の歯を確認したりしながら学習した。清 

潔な体は、一日の学校生活の様子をイラスト 

で提示し、汗をかく様子や汚れる様子を示し、 

体のどこが汚れやすいかなどを考える学習 

を保健分野の授業で実施した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【児童のエピソードと教師の評価】 

Ａ児（男子） 

●手洗いの授業後、きれいに手を洗ってい

る様子を見てほしいと教員を呼び、丁寧に

洗う姿が見られた。 

評価：手をきれいに洗うことが意識されて 

いることがわかった。 

●実践①の授業の後、さるかに合戦の動画 

を見る機会があり、牛のフンが出てきた時 

に、「ウンチした後お尻きれいにしなかっ 

たら、かゆくなるね」と発言した。 

評価：ウンチから授業で学んだ知識をもと

に「清潔に保たないと痒くなる」に繋がっ

た。体が汚れた状態への対処について、意

識できていると判断できた。 

 

Ｂ児（女子） 

●元々歯磨きをしている児童だったが、

時々声かけをしないと忘れることがあっ

た。しかし、歯磨きの授業後は、忘れるこ

とがなくなり、鏡を見ながら磨くところを

意識して磨いていた。（担任談） 

●実践①の授業では、どこが汚れている

か、どうして汚れるのかを考えた後に、ど

のように洗ったらよいかボディスポンジ

を使って実際に体を洗う動作をしてみた

ところ、恥ずかしいからとホワイトボード

に隠れて、尻や股を洗う動作を行ってい

た。 

評価：どこが汚れやすいか、どうして汚れ

るのかを理解していたことがわかった。ま 
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（ア）  実施①の内容についての考察  
手洗い・歯磨き・清潔保持を通して身体の

構造や健康維持に関する理解を深めるととも

に、自己管理行動を育成した。Ａ児やＣ児の

行動から、児童の生活経験と結びつきやすい

ため、理解したことを行動に移しやすいと思

われた。また、Ｂ児の事例から、体の清潔保

持とプライベートゾーンを守る学習を関係づ

けた内容が有効であると考えられた。生活場

面での行動変容が確認された点で、国際ガイ

ダンスが重視する「知識とスキルの統合的習

得」に合致する。  
（イ）  方法についての考察  
 普段の手洗いや歯磨きの様子を動画で撮影

し、それを見ながら、良いところや足りない

ところを話し合い、改善についても意見を出

し合うことができた。自分や友達の様子を見

ることで、良い点や改善点に気づきやすく、

具体的に理解しやすかったと考えられた。ま

た、歯の模型を提示しながら、鏡で自分の歯

を見る活動は有効であった。虫歯や歯が溶け

ている写真を見せることで、鏡で自分の歯に

虫歯があることがわかり、「虫歯あるよ」と訴

えてきた。これにより、虫歯とは何かを知り、

この知識を通して自分の歯の状態を評価させ

る方法が有効であった。  
授業方法として、児童が適切に判断し、必

要な知識を事前に提示し、その知識を使って

自分で考える場面をつくるこことの重要性が

示唆された。  
（ウ）  学習形態についての考察  
 「健康とはどのような状態か」「健康に過ご

すためにはどうしたらよいか」等について考

えた上で、「なぜ手洗いや歯磨き、体を洗う必

要があるのか」を理解する必要がある。この

ため、理解力についての個人差が大きいこと

から、学年全体ではなく、理解の前提となる

知識内容と量、知識同士を関係づける能力の

状況に応じたグループを編成して学習するこ

とが望ましいと思われた。その際に、Ｄ児の

エピソードから、児童同士の相互作用の効果

にも着目し、グループ編成の要件について検

討することも必要であると考えた。  
実践②：『お風呂の入り方～合宿に向けて～』 

・目的：体の洗い方、男女別のお風呂に分か

れて入ること等について知る。 

・概要：合宿の事前学習として、男女別の風

呂に入ることや、着替えの場所、体を洗う手

順についてイラスト等で提示し、実際に校内

にある生活体験棟の風呂場に行き、着替える

場所や入り方等を確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た、恥ずかしくて隠れた行動から清潔に保

つこととプライベートゾーンの理解が繋

がっていると判断できた。 

 

Ｃ児（男子） 

●家で、弟に「手を洗わないとバイ菌がつ

くよ」と教えてあげていた（母親談）。 

評価：手を洗うことの必要を理解でき、そ

の知識を誰かに伝えたいという気持ちが

芽生えたのではないかと考えられる。 

 

Ｄ児（男子） 

●移動教室から戻ってくると、声かけをし 

なくても自ら手を洗いにいくようになっ

た。それを見て、同じクラスの児童も手を 

洗いに行くようになった。 

評価：授業で得た知識を使って自己の行動

を管理できた。また、Ｄ児の行動を見て手

洗いに気づく児童もおり、観察学習（モデ

リング）の効果も期待された。 

 

【児童のエピソードと教師の評価】 

・男湯女湯の暖簾のイラストを用いて、入

浴時にどちらに入るかについて一人ずつ

聞いてみたところ、ほとんどの児童が自分

の考える性別に対応する暖簾を指し示す

ことができた。 

評価：自分の性別（出生性）に関する理解

と男湯女湯を示すシンボルの意味を対応

でけて判断できていると考えられる。 

・合宿では、自分で体を洗うことができる

と判断した児童に、一人で体を洗うよう促

した。観察の結果、忘れがちな脇の下や背

中、尻等、洗い残しが生じやすい部位につ

いても洗う様子が見られた。 

評価：体を清潔に保つ必要や洗い方と順番

について概ね理解していると判断できた。 
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のからだと発達」共に関心が高い一方で、「性

と生殖」「ジェンダー理解」は低かった。これ

は、知識や生活経験の差によるものであると

考えられ、指導計画の中で年齢や理解度に応

じた段階的指導が必要と思われた。Ａ校にお

けるワークブックを活用した性教育の全体計

画では、取り扱う内容が保護者のニーズと概

ね合致しているが、児童生徒のニーズである

「望ましいコミュニケーション」「性に関わる

意思決定」を含む「健康と幸福のためのスキ

ル」に関する内容が不足することがわかった。 

３３..性性教教育育のの実実践践とと全全体体指指導導計計画画作作成成にに関関すす

るる結結果果とと考考察察  

（（１１））実実施施ししたた実実践践とと位位置置付付けけ  

授業実践は、①手洗い・歯磨き・清潔な体  
②お風呂の入り方③プールでの着替え（プ

ライベートゾーン）④ふれあいゲーム⑤体の

大事なところ（プライベートゾーン）を実施

した。  
①は、児童と保護者のニーズである「人間

のからだと発達」に位置づけられ、８つのキ

ーコンセプトの「健康とウェルビーイングの

ためのスキル」にも該当する。保健体育科の

保健分野の授業で発達状況に応じた２つのグ

ループに分かれて合宿前に５時間実施した。

②は、児童のニーズである「人間のからだと

発達」に位置づけられ、男女の違いや体の名

称などの理解を促す内容で、生活科として２

時間実施した。③は、保護者のニーズである

「暴力と安全確保」に位置づけられ、プライ

ベートゾーンとなる体の大事な部分について

の学習をプール学習の前に生活科で１時間実

施した。④は、児童のニーズであった「セク

シュアリティと性的行動（人とのふれあい、

適切な関わり）」と、「健康とウェルビーイン

グのためのスキル」、「人間関係」、また、保護

者のニーズである「暴力と安全確保」に位置

づけられ、人とのふれあいや同意、意思決定

などの学習を生活科で 10 時間実施した。⑤

は、児童のニーズである「人間のからだと発

達」、保護者のニーズである「暴力と安全確保」

に位置づけられ、「ふれあい」の実践内容と合

わせて生活科で３時間実施した。  
実践①『健康はかせになろう～手洗い・歯 

磨き・清潔な体～』 

・目的：手洗いや歯磨き、体の清潔保持が健 

康に直結することを理解し、自ら実践する態 

度を育てる。 

・概要：手洗いや歯磨きは普段の様子を動画 

で撮影し、どのように洗ったらよいか磨いた 

らよいか話し合い、模型を使用したり鏡で 

自分の歯を確認したりしながら学習した。清 

潔な体は、一日の学校生活の様子をイラスト 

で提示し、汗をかく様子や汚れる様子を示し、 

体のどこが汚れやすいかなどを考える学習 

を保健分野の授業で実施した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【児童のエピソードと教師の評価】 

Ａ児（男子） 

●手洗いの授業後、きれいに手を洗ってい

る様子を見てほしいと教員を呼び、丁寧に

洗う姿が見られた。 

評価：手をきれいに洗うことが意識されて 

いることがわかった。 

●実践①の授業の後、さるかに合戦の動画 

を見る機会があり、牛のフンが出てきた時 

に、「ウンチした後お尻きれいにしなかっ 

たら、かゆくなるね」と発言した。 

評価：ウンチから授業で学んだ知識をもと

に「清潔に保たないと痒くなる」に繋がっ

た。体が汚れた状態への対処について、意

識できていると判断できた。 

 

Ｂ児（女子） 

●元々歯磨きをしている児童だったが、

時々声かけをしないと忘れることがあっ

た。しかし、歯磨きの授業後は、忘れるこ

とがなくなり、鏡を見ながら磨くところを

意識して磨いていた。（担任談） 

●実践①の授業では、どこが汚れている

か、どうして汚れるのかを考えた後に、ど

のように洗ったらよいかボディスポンジ

を使って実際に体を洗う動作をしてみた

ところ、恥ずかしいからとホワイトボード

に隠れて、尻や股を洗う動作を行ってい

た。 

評価：どこが汚れやすいか、どうして汚れ

るのかを理解していたことがわかった。ま 
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（ア）  実施①の内容についての考察  
手洗い・歯磨き・清潔保持を通して身体の

構造や健康維持に関する理解を深めるととも

に、自己管理行動を育成した。Ａ児やＣ児の

行動から、児童の生活経験と結びつきやすい

ため、理解したことを行動に移しやすいと思

われた。また、Ｂ児の事例から、体の清潔保

持とプライベートゾーンを守る学習を関係づ

けた内容が有効であると考えられた。生活場

面での行動変容が確認された点で、国際ガイ

ダンスが重視する「知識とスキルの統合的習

得」に合致する。  
（イ）  方法についての考察  
 普段の手洗いや歯磨きの様子を動画で撮影

し、それを見ながら、良いところや足りない

ところを話し合い、改善についても意見を出

し合うことができた。自分や友達の様子を見

ることで、良い点や改善点に気づきやすく、

具体的に理解しやすかったと考えられた。ま

た、歯の模型を提示しながら、鏡で自分の歯

を見る活動は有効であった。虫歯や歯が溶け

ている写真を見せることで、鏡で自分の歯に

虫歯があることがわかり、「虫歯あるよ」と訴

えてきた。これにより、虫歯とは何かを知り、

この知識を通して自分の歯の状態を評価させ

る方法が有効であった。  
授業方法として、児童が適切に判断し、必

要な知識を事前に提示し、その知識を使って

自分で考える場面をつくるこことの重要性が

示唆された。  
（ウ）  学習形態についての考察  
 「健康とはどのような状態か」「健康に過ご

すためにはどうしたらよいか」等について考

えた上で、「なぜ手洗いや歯磨き、体を洗う必

要があるのか」を理解する必要がある。この

ため、理解力についての個人差が大きいこと

から、学年全体ではなく、理解の前提となる

知識内容と量、知識同士を関係づける能力の

状況に応じたグループを編成して学習するこ

とが望ましいと思われた。その際に、Ｄ児の

エピソードから、児童同士の相互作用の効果

にも着目し、グループ編成の要件について検

討することも必要であると考えた。  
実践②：『お風呂の入り方～合宿に向けて～』 

・目的：体の洗い方、男女別のお風呂に分か

れて入ること等について知る。 

・概要：合宿の事前学習として、男女別の風

呂に入ることや、着替えの場所、体を洗う手

順についてイラスト等で提示し、実際に校内

にある生活体験棟の風呂場に行き、着替える

場所や入り方等を確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た、恥ずかしくて隠れた行動から清潔に保

つこととプライベートゾーンの理解が繋

がっていると判断できた。 

 

Ｃ児（男子） 

●家で、弟に「手を洗わないとバイ菌がつ

くよ」と教えてあげていた（母親談）。 

評価：手を洗うことの必要を理解でき、そ

の知識を誰かに伝えたいという気持ちが

芽生えたのではないかと考えられる。 

 

Ｄ児（男子） 

●移動教室から戻ってくると、声かけをし 

なくても自ら手を洗いにいくようになっ

た。それを見て、同じクラスの児童も手を 

洗いに行くようになった。 

評価：授業で得た知識を使って自己の行動

を管理できた。また、Ｄ児の行動を見て手

洗いに気づく児童もおり、観察学習（モデ

リング）の効果も期待された。 

 

【児童のエピソードと教師の評価】 

・男湯女湯の暖簾のイラストを用いて、入

浴時にどちらに入るかについて一人ずつ

聞いてみたところ、ほとんどの児童が自分

の考える性別に対応する暖簾を指し示す

ことができた。 

評価：自分の性別（出生性）に関する理解

と男湯女湯を示すシンボルの意味を対応

でけて判断できていると考えられる。 

・合宿では、自分で体を洗うことができる

と判断した児童に、一人で体を洗うよう促

した。観察の結果、忘れがちな脇の下や背

中、尻等、洗い残しが生じやすい部位につ

いても洗う様子が見られた。 

評価：体を清潔に保つ必要や洗い方と順番

について概ね理解していると判断できた。 

 

− 120 − − 121 −
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（ア）  内容選定についての考察  
 男女どちらの風呂に入るかという場面設定

の元、児童の理解を確認したところ、ほとん

どの児童が自分の性別（出生性）を認識し、

暖簾を選択することができた。この結果から、

男女の性別区分を理解し、暖簾に描かれた男

湯・女湯のシンボルと対応させることができ

ていることがわかった。また、他人に体を洗

ってもらうのではなく、自分で洗えるように

なることは、プライベートゾーンを意識する

上でも有効であり、これらを関係づけた学習

内容が有効であると思われた。キーコンセプ

トの「人間のからだと発達」に加え、「暴力と

安全確保」にも関連する内容であり、児童が

自身の体を守るための基礎的理解を獲得する

機会となった。  
（イ）  方法についての考察  
 合宿での入浴場面を想定し、模擬ではある

が、校内の生活体験棟の風呂や更衣室などを

使ったことにより、体を洗う手順を体験的に

学べるようにした。手順表を見ながらボディ

スポンジを用いて、体の各部位を洗う模擬動

作を取り入れたこと、得た知識を実際の場面

で行動として行う方法が有効であった。  
（ウ）  学習形態についての考察  

身体の違いと「男」/「女」の名称の等価形

成（出生性の理解）については、殆どの児童

に可能であったことから、グループに分かれ

て学習する必要性は低いと考えられた。全員

で学習を行う形態で実施することで、合宿で

の生活形態にスムーズに繋げられると考えた。

また、体の洗い方については、個々の技能を

踏まえつつも、基本的な手順や要点は共通し

て理解する項目として扱うことが有効である

と判断した。全員での学習を基本とし、必要

に応じて個別の支援を行う学習形態がよいと

考える。  
しかし、このテーマを小学部児童に対して、

「保健分野」として取り組む場合、洗い方等

の技能面ではなく、「なぜ洗わなければならな

いのか」や「清潔」を理解する必要があり、

皮膚の構造や汗と臭いの関係など、目に見え

ないものをイメージする難しさがある。この

ため、まずは、「生活科」で生活経験を参照し

ながらの模擬体験に重点をおいた技能面中心

の学習がより理解しやすいと思われた。  
実践③：『プールに入る時の約束』 

・目的：プライベートゾーンについて知り、

人前で着替える時の着替え方を理解する 

・概要：プール学習で、プライベートゾーン

について、他人に見せない・触れさせないこ

とを説明し、着替える場所やタオルを巻いて

着替える方法等、イラストで示しながら手順

を確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【児童のエピソードと教師の評価】 

授業では、タオルを巻いて着替えるイラス

トと、タオルを巻かずに着替えるイラスト

を提示し判断を促すと、児童はタオルを巻

いていないイラストを指して「ダメ」と声

を揃えて発言した。しかし、翌日のプール

学習の着替え場面では、カーテンが閉めら

れた更衣室の中で安心できる空間だった

ためか、タオルを巻かずに着替え始める児

童がいた。 

評価：教室での授業場面での理解が、実際 

の場面において必ずしも活用されない可 

能性が示唆された。 

 

Ｅ児（女子） 

●１回目のプール学習では、タオルを巻か

ずに着替え始めたため、「どうやって着替

えるんだったかな？」と教員が確認する

と、Ｅ児はタオルを巻いて着替え始めた。

２回目以降は、教員の声かけがなくても自

らタオルを巻いて着替える姿が見られた。 

評価：実践と確認を繰り返すことで、状況 

に応じた理解として定着していくことが 

わかった。 

 

Ｂ児（女子） 

●プール後の更衣室では、タオルを巻くだ

けでなく、自ら更衣室にあるカーテンの奥

で着替えを始めた。教員が「もうタオルと

ってもいいんじゃない？」と声をかけると

「ううん、恥ずかしいから」と言って最後

までタオルを外さずに着替えを続けた。 

評価：「恥ずかしい」という気持ちが芽生
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（ア）  内容選定についての考察  
「タオルを巻いて着替える」活動は、児童

の生活に直結し、かつプライベートゾーンの

理解にもつながる重要な学習である。「どう見

られているか」を認識できることで恥ずかし

いという感情が芽生えるが、恥ずかしさの感

じ方は児童の感情の発達状況によって異なる

ため、一度の学習だけでは理解が難しいこと

が考えられた。実際の活動の中で、問いかけ

を繰り返し、積み重ねていく必要がある内容

であることがわかった。  
（イ）  方法についての考察  
 Ｅ児のように、教師の確認行為によって学

習した知識を想起して、２回目以降は知識に

沿った行動調整が見られたことから、実際の

場面で確認と実践を繰り返すことで行動の定

着に繋がることがわかった。また、日常の着

替え場面では、衣服を全て脱いでから着替え

るのではなく、ズボンを履いてからスカート

を脱ぐ手順を『お姉さん着替え』と名付け、

手順表を掲示した。その結果、児童はすぐに

手順を理解し「お姉さん着替えできた」と嬉

しそうに報告する姿が見られた。このことか

ら、ただ手順を示すだけでなく、その手段を

取れることが『成長した姿』であることの意

味づけ・教師による評価も有効であった。  
（ウ）学習形態についての考察  

全体指導でイラストを併用しながら手順の

理解を促し、プール準備の更衣では実際の場

面で個々の手順を確認した。着替えの学習は

児童の発達の状況により恥ずかしさの感じ方

が影響するため、全員での学習を基本としな

がら、個別の学習により補足指導する形態が

有効と考えられた。  
実践④：『ふれあいゲーム』 

・目的：相手に同意を求めること、相手の気

持ちを考えること、断られた時の気持ちの切

り替えができるようになること、ふれあいの

心地よさを感じること 

・概要：ゲームのルールをイラストで掲示し、

いくつかの「ふれあい」のカードと顔写真カ

ードをホワイトボードに提示し、一人ずつ前

に出て、相手や活動内容を選んで行った。授

業は、生活科として実施した。  

（ア）  内容選定についての考察  
 『ふれあいゲーム』の活動は、児童が「相

手を選ぶ」「相手に確認する」「断られた時に

気持ちを切り替える」といった相手との距離

感・意思表示・他者理解を体験的に学ぶ活動

であった。多くの児童が自分の意思を表し、

【児童のエピソードと教師の評価】 

多くの児童が、自分でふれあいカードや相 

手を選び、相手の確認を取りながら行動が

できた。断られても気持ちを切り替え、怒

ったり泣いたりする児童は殆どいなかっ

た。また、普段の授業に比べて積極的に参

加する児童が見られた。 

評価：活動内容がわかりやすく、意欲がも

てる内容と考えられた。 

 

Ｆ児（女子） 

●発語はないが、ジェスチャーによるコミ

ュニケーションが可能で、複数の児童から

ふれあいの相手として選ばれた。Ｆ児は状

況に相応しく「いやです」「いいですよ」

との意思表示を使い分けて示した。 

評価：自分の意思を状況に応じて適切に表

出し、主体的な選択ができていた。 

 

Ｇ児（男子） 

●友達がふれあいを断られた場面を見て、

自分事のように「何でだめなの？」と断っ

た相手に聞きに行く様子が見られた。 

評価：友達のやりとりをよく見ており、断

られた人の気持ちを思いながら、断った理

由を理解しようとした。 

 

Ａ児（男子） 

●Ａ児はＨ児からふれあいをお願いされ 

たが断った。理由を聞いたところ、「さっ 

き、動いてほしい時に動いてくれなかった 

から」と話した。（この日、Ｈ児は給食後 

に教室に戻らず、Ａ児が迎えに行ったが、 

嫌がって戻らなかったという出来事があ 

った） 

評価：「なんとなく嫌」というあいまいな

反応ではなく、具体的な理由があり、考え

て相手に返答していることがわかった。 

 

− 122 − − 123 −
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（ア）  内容選定についての考察  
 男女どちらの風呂に入るかという場面設定

の元、児童の理解を確認したところ、ほとん

どの児童が自分の性別（出生性）を認識し、

暖簾を選択することができた。この結果から、

男女の性別区分を理解し、暖簾に描かれた男

湯・女湯のシンボルと対応させることができ

ていることがわかった。また、他人に体を洗

ってもらうのではなく、自分で洗えるように

なることは、プライベートゾーンを意識する

上でも有効であり、これらを関係づけた学習

内容が有効であると思われた。キーコンセプ

トの「人間のからだと発達」に加え、「暴力と

安全確保」にも関連する内容であり、児童が

自身の体を守るための基礎的理解を獲得する

機会となった。  
（イ）  方法についての考察  
 合宿での入浴場面を想定し、模擬ではある

が、校内の生活体験棟の風呂や更衣室などを

使ったことにより、体を洗う手順を体験的に

学べるようにした。手順表を見ながらボディ

スポンジを用いて、体の各部位を洗う模擬動

作を取り入れたこと、得た知識を実際の場面

で行動として行う方法が有効であった。  
（ウ）  学習形態についての考察  

身体の違いと「男」/「女」の名称の等価形

成（出生性の理解）については、殆どの児童

に可能であったことから、グループに分かれ

て学習する必要性は低いと考えられた。全員

で学習を行う形態で実施することで、合宿で

の生活形態にスムーズに繋げられると考えた。

また、体の洗い方については、個々の技能を

踏まえつつも、基本的な手順や要点は共通し

て理解する項目として扱うことが有効である

と判断した。全員での学習を基本とし、必要

に応じて個別の支援を行う学習形態がよいと

考える。  
しかし、このテーマを小学部児童に対して、

「保健分野」として取り組む場合、洗い方等

の技能面ではなく、「なぜ洗わなければならな

いのか」や「清潔」を理解する必要があり、

皮膚の構造や汗と臭いの関係など、目に見え

ないものをイメージする難しさがある。この

ため、まずは、「生活科」で生活経験を参照し

ながらの模擬体験に重点をおいた技能面中心

の学習がより理解しやすいと思われた。  
実践③：『プールに入る時の約束』 

・目的：プライベートゾーンについて知り、

人前で着替える時の着替え方を理解する 

・概要：プール学習で、プライベートゾーン

について、他人に見せない・触れさせないこ

とを説明し、着替える場所やタオルを巻いて

着替える方法等、イラストで示しながら手順

を確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【児童のエピソードと教師の評価】 

授業では、タオルを巻いて着替えるイラス

トと、タオルを巻かずに着替えるイラスト

を提示し判断を促すと、児童はタオルを巻

いていないイラストを指して「ダメ」と声

を揃えて発言した。しかし、翌日のプール

学習の着替え場面では、カーテンが閉めら

れた更衣室の中で安心できる空間だった

ためか、タオルを巻かずに着替え始める児

童がいた。 

評価：教室での授業場面での理解が、実際 

の場面において必ずしも活用されない可 

能性が示唆された。 

 

Ｅ児（女子） 

●１回目のプール学習では、タオルを巻か

ずに着替え始めたため、「どうやって着替

えるんだったかな？」と教員が確認する

と、Ｅ児はタオルを巻いて着替え始めた。

２回目以降は、教員の声かけがなくても自

らタオルを巻いて着替える姿が見られた。 

評価：実践と確認を繰り返すことで、状況 

に応じた理解として定着していくことが 

わかった。 

 

Ｂ児（女子） 

●プール後の更衣室では、タオルを巻くだ

けでなく、自ら更衣室にあるカーテンの奥

で着替えを始めた。教員が「もうタオルと

ってもいいんじゃない？」と声をかけると

「ううん、恥ずかしいから」と言って最後

までタオルを外さずに着替えを続けた。 

評価：「恥ずかしい」という気持ちが芽生
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（ア）  内容選定についての考察  
「タオルを巻いて着替える」活動は、児童

の生活に直結し、かつプライベートゾーンの

理解にもつながる重要な学習である。「どう見

られているか」を認識できることで恥ずかし

いという感情が芽生えるが、恥ずかしさの感

じ方は児童の感情の発達状況によって異なる

ため、一度の学習だけでは理解が難しいこと

が考えられた。実際の活動の中で、問いかけ

を繰り返し、積み重ねていく必要がある内容

であることがわかった。  
（イ）  方法についての考察  
 Ｅ児のように、教師の確認行為によって学

習した知識を想起して、２回目以降は知識に

沿った行動調整が見られたことから、実際の

場面で確認と実践を繰り返すことで行動の定

着に繋がることがわかった。また、日常の着

替え場面では、衣服を全て脱いでから着替え

るのではなく、ズボンを履いてからスカート

を脱ぐ手順を『お姉さん着替え』と名付け、

手順表を掲示した。その結果、児童はすぐに

手順を理解し「お姉さん着替えできた」と嬉

しそうに報告する姿が見られた。このことか

ら、ただ手順を示すだけでなく、その手段を

取れることが『成長した姿』であることの意

味づけ・教師による評価も有効であった。  
（ウ）学習形態についての考察  

全体指導でイラストを併用しながら手順の

理解を促し、プール準備の更衣では実際の場

面で個々の手順を確認した。着替えの学習は

児童の発達の状況により恥ずかしさの感じ方

が影響するため、全員での学習を基本としな

がら、個別の学習により補足指導する形態が

有効と考えられた。  
実践④：『ふれあいゲーム』 

・目的：相手に同意を求めること、相手の気

持ちを考えること、断られた時の気持ちの切

り替えができるようになること、ふれあいの

心地よさを感じること 

・概要：ゲームのルールをイラストで掲示し、

いくつかの「ふれあい」のカードと顔写真カ

ードをホワイトボードに提示し、一人ずつ前

に出て、相手や活動内容を選んで行った。授

業は、生活科として実施した。  

（ア）  内容選定についての考察  
 『ふれあいゲーム』の活動は、児童が「相

手を選ぶ」「相手に確認する」「断られた時に

気持ちを切り替える」といった相手との距離

感・意思表示・他者理解を体験的に学ぶ活動

であった。多くの児童が自分の意思を表し、

【児童のエピソードと教師の評価】 

多くの児童が、自分でふれあいカードや相 

手を選び、相手の確認を取りながら行動が

できた。断られても気持ちを切り替え、怒

ったり泣いたりする児童は殆どいなかっ

た。また、普段の授業に比べて積極的に参

加する児童が見られた。 

評価：活動内容がわかりやすく、意欲がも

てる内容と考えられた。 

 

Ｆ児（女子） 

●発語はないが、ジェスチャーによるコミ

ュニケーションが可能で、複数の児童から

ふれあいの相手として選ばれた。Ｆ児は状

況に相応しく「いやです」「いいですよ」

との意思表示を使い分けて示した。 

評価：自分の意思を状況に応じて適切に表

出し、主体的な選択ができていた。 

 

Ｇ児（男子） 

●友達がふれあいを断られた場面を見て、

自分事のように「何でだめなの？」と断っ

た相手に聞きに行く様子が見られた。 

評価：友達のやりとりをよく見ており、断

られた人の気持ちを思いながら、断った理

由を理解しようとした。 

 

Ａ児（男子） 

●Ａ児はＨ児からふれあいをお願いされ 

たが断った。理由を聞いたところ、「さっ 

き、動いてほしい時に動いてくれなかった 

から」と話した。（この日、Ｈ児は給食後 

に教室に戻らず、Ａ児が迎えに行ったが、 

嫌がって戻らなかったという出来事があ 

った） 

評価：「なんとなく嫌」というあいまいな

反応ではなく、具体的な理由があり、考え

て相手に返答していることがわかった。 
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相手の気持ちを確認しながら関わる姿が見ら

れた。また、断られても気持ちを切り替える

姿が見られ、対人関係に必要な社会的スキル

の育成が引き出されていた。これらの姿から、

『ふれあいゲーム』は意思表示・感情調整・

他者理解・主体的選択といった性教育の基盤

となる力を育む活動であることが示唆された。 
（イ）  方法についての考察  
 授業では、ふれあいカードを使って「相手

に確認する」「断られた時どうする」といった

行動を具体的に体験できるようにした。実際

に友達や先生同士による示範が児童の理解と

行動の変容を促した。発語のない児童はジェ

スチャーで意思表示をし、発語のある児童は

気持ちを言語化して伝える等、それぞれのコ

ミュニケーション手段で参加できる点も有効

であった。  
（ウ）  学習形態についての考察  

全体でルールを共有し、活動は一人ひとりが

相手を選んで行う形態で実施した。友達のやり

とりを見てふれあいカードを選択する姿が見

られたことや、友達が断られた様子を見て他者

の気持ちに関心を示すなど、他者の行動を観察

して理解が促進された。多様な観察対象が得ら

れるこの学習形態が効果的であった。 
実践⑤：『からだのだいじなところ～プライベ

ートゾーン～』 

・目的：自分の体の中に、人に見せたり、触

らせたりしてはいけない部分があることを 

知る 

・概要：11 月に、２名の児童が一緒に個室ト

イレに入り、性器を触るという事案があった。

プール学習の前にプライベートゾーンにつ

いて授業を行っていたが、再度行う必要があ

ると感じ、改めて具体的な内容で伝えること

とした。ふれあいゲームで、相手に同意を求

めること等について理解できるようになっ

てきたところで、人との距離感、男同士、女

同士でも触らせない大事な部分があること

をロールプレイで考えることとした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【児童のエピソードと教師の評価】 

第１時 

「体の大事なところ」について問いかけた

時、児童からは歯や足などの回答が多く、

「特に大事なところ」のプライベートゾー

ンの認識が難しかった。 

 

Ａ児、Ｃ児 

●「ふれあいゲームで相手に気持ちを聞く

のはどうしてか」との教師からの質問に

「相手が嫌な気持ちになるかもしれない

から」と答えた。しかし、「どうしてプラ

イベートゾーンを見たり触ったりしては

いけないのか」という質問には、「怒られ

るから」「捕まるから」と答えた。 

評価：道徳的発達段階の第１段階である 

「罪と服従志向」に該当し、罪を避けたい 

ための行動であり、プライベートゾーンの 

考え方の理解不足が課題と思われた。 

 

Ｇ児 

●教師の話をよく聞き、絵本やイラストな

どをよく見ていた。これまで、ズボンの中

に手を入れてお尻を触っていたが、授業後

数日はその行動が見られなかったと担当

教員から報告があった。 

評価：これまでも当該行動を教師に止めら

れることはあったが、変化は見られなかっ

た。しかし、今回の授業で、行動が変わっ

たことから、「ダメな理由」が理解でき、

自制できた可能性が考えられた。触らない

ことを意識するための本人による言語化

が必要と思われた（自らの言語による行動

調整機能の活用）。 

 

第２時 

具体的にトイレの場面を設定し、男性教員 

が性器の模型教材をつけてロールプレイ 

を行った。教員がふざけて見たり触ったり 

する様子を演じることで、児童は気づいた 

ことを話し合い、どのように感じるか様々 

な意見が出た。模型を見て、目を背ける児 

童もいれば、笑いながら見る児童もおり、 

反応は多様であった。 

●ロールプレイを見て、大きな声で「触っ 

ていい？」と聞く場面に対して「ダメ」と 

言う児童がおり「大きい声でしゃべると先 

生に知られるから」とその理由を述べた。 

評価：行為が「やってはけないこと」との

認識があるものの、罪を避けるための判断

をしていたことがわかった。 
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（ア）  内容選定についての考察  
 プライベートゾーンを見たり触ったりして

はいけないことはわかってきているが、「なぜ

だめなのか」「どこがプライベートゾーンなの

か」「なぜ大事なのか」について考えることは

重要である一方、理由の抽象度が高く、理解

が難しかった。しかし、プライベートゾーン

の授業後、検温の際に「検温してもいい？」

と聞くと、「ちょっと胸にあたる」と言った児

童がいた。この様子から、体を人から触れら

れることに意識を向けられる児童がいること

がわかった。意識できる児童とできない児童

の違いを、理解状況や自己管理行動の遂行状

況から探り、有効な理解を促すための内容選

定が課題となった。  
（イ）  方法についての考察  
 第１時では、言語による問いかけを中心に

行ったが、児童にとっては「罪を避ける」と

いう外的動機付けに留まっていた。一方で、

Ｇ児のように授業後に尻を触る行動が減少し

た児童もおり「なぜダメか」の理由の理解が

重要と思われた。第２時では模型教材を用い

たロールプレイを行った。視覚的・体験的に

「見る・触る」「見せる・触らせる」ことがな

ぜだめなのか、ということを児童が考え、気

持ちを言語化する姿が見られ、児童の意識の

変容を促すことの可能性が示された。一方、

「握手や頭をなでる」などに対しても、全て

「だめ」と答える児童がいたことから、「だめ」

が正解と誤学習していることも危惧された。

指導方法の工夫が課題である。  
（ウ）  学習形態についての考察  

全体で実施したことで観察学習による理解

の促進が期待される一方で、児童の理解には

大きな個人差が見られた。特に、プライベー

トゾーンの学習は、個別の理解状況と言語概

念機能・行動調整機能に応じた支援が必要と

思われた。抽象的な概念理解を促進するため

の検討を進める上で、発達状況把握について

重要な観点が得られた。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同時期に、性に関する問題行動に関してい

くつか気になる児童について学年教員で話し

合われることがあった。  

 
 
 

〈実践⑤〉を受けた後の『ふれあいゲーム』

の様子 

 

●Ｆ児（女子）がＪ児（男子）に「こちょ 

こちょ（擽り）」をしてほしいと選んだ。

Ｊ児はいつものように「まる」のジェスチ

ャーで返事をしたが、教員が「胸にあたっ

てしまうかもしれないけど、いいの？」と

問いかけるとＢ児やＫ児（女子）が「やだ

ー」と言い、Ｂ児は「胸」と言いながら胸

を隠す仕草をした。その後、話を聞いてい

たＪ児に教師が「どうする？」と問いかけ

ると、バツ（だめ）のジェスチャーをした。 

評評価価：：Ｊ児はくすぐりたかったのかもしれ

ないが、他の児童の反応からよくないと思

いなおしたと考えられる。他者の反応を手

掛かりに判断し、是非を理解することの有

効性に気づかされた。 

 

●Ｌ児（男子）がＫ児（女子）に「腕を組 

みたい」とカードを選んだ。すると、Ｋ児 

は「女の子、ブー」と自分で言い、断った。 

評評価価：：これまで何でも OK していたことを 

考えると、体に触れることについて意識 

がもてるようになってきたことが考えら

れる。しかし、男女だからだめだと理解し

ているとも考えられたため、実際に教員が

腕を組んで見せ、腕が相手の胸にあたるこ

とがよくないことを補足した。 

 

●Ｐ児（男子）は男子同士でも「胸を触 

るのだめだね」と言っていたが、実際にО 

児に「ぎゅーしてください」と言われた時 

「いいよ」と答えた。「胸触ったらだめだ 

って言ってたのにいいの？」と聞くと頷い 

た。「そしたらぎゅーしたらいいよ」とい 

うと、２人で抱き合った。他の児童に「ど 

う思う？」と問いかけると、「だめ」「胸」 

と言い、胸があたっていることに気づく児 

童がいた。しかし、Ｐ児は「触ったの背中、 

肩だね」と答えた。 

評評価価：：Ｐ児にとって触るということは『手

で触れること』であり、胸と胸が触れてい

ることは触っていることにならないとの 

●数名の児童に「握手してもいいですか」

「頭をなでてもいいですか」と聞いたとこ 

ろ、全て「ダメ」と答えるようになった。 

評価：ダメと答えることが正解だと思いこ

み、価値判断の不十分さが推察された。 

 

− 124 − − 125 −
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相手の気持ちを確認しながら関わる姿が見ら

れた。また、断られても気持ちを切り替える

姿が見られ、対人関係に必要な社会的スキル

の育成が引き出されていた。これらの姿から、

『ふれあいゲーム』は意思表示・感情調整・

他者理解・主体的選択といった性教育の基盤

となる力を育む活動であることが示唆された。 
（イ）  方法についての考察  
 授業では、ふれあいカードを使って「相手

に確認する」「断られた時どうする」といった

行動を具体的に体験できるようにした。実際

に友達や先生同士による示範が児童の理解と

行動の変容を促した。発語のない児童はジェ

スチャーで意思表示をし、発語のある児童は

気持ちを言語化して伝える等、それぞれのコ

ミュニケーション手段で参加できる点も有効

であった。  
（ウ）  学習形態についての考察  

全体でルールを共有し、活動は一人ひとりが

相手を選んで行う形態で実施した。友達のやり

とりを見てふれあいカードを選択する姿が見

られたことや、友達が断られた様子を見て他者

の気持ちに関心を示すなど、他者の行動を観察

して理解が促進された。多様な観察対象が得ら

れるこの学習形態が効果的であった。 
実践⑤：『からだのだいじなところ～プライベ

ートゾーン～』 

・目的：自分の体の中に、人に見せたり、触

らせたりしてはいけない部分があることを 

知る 

・概要：11 月に、２名の児童が一緒に個室ト

イレに入り、性器を触るという事案があった。

プール学習の前にプライベートゾーンにつ

いて授業を行っていたが、再度行う必要があ

ると感じ、改めて具体的な内容で伝えること

とした。ふれあいゲームで、相手に同意を求

めること等について理解できるようになっ

てきたところで、人との距離感、男同士、女

同士でも触らせない大事な部分があること

をロールプレイで考えることとした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【児童のエピソードと教師の評価】 

第１時 

「体の大事なところ」について問いかけた

時、児童からは歯や足などの回答が多く、

「特に大事なところ」のプライベートゾー

ンの認識が難しかった。 

 

Ａ児、Ｃ児 

●「ふれあいゲームで相手に気持ちを聞く

のはどうしてか」との教師からの質問に

「相手が嫌な気持ちになるかもしれない

から」と答えた。しかし、「どうしてプラ

イベートゾーンを見たり触ったりしては

いけないのか」という質問には、「怒られ

るから」「捕まるから」と答えた。 

評価：道徳的発達段階の第１段階である 

「罪と服従志向」に該当し、罪を避けたい 

ための行動であり、プライベートゾーンの 

考え方の理解不足が課題と思われた。 

 

Ｇ児 

●教師の話をよく聞き、絵本やイラストな

どをよく見ていた。これまで、ズボンの中

に手を入れてお尻を触っていたが、授業後

数日はその行動が見られなかったと担当

教員から報告があった。 

評価：これまでも当該行動を教師に止めら

れることはあったが、変化は見られなかっ

た。しかし、今回の授業で、行動が変わっ

たことから、「ダメな理由」が理解でき、

自制できた可能性が考えられた。触らない

ことを意識するための本人による言語化

が必要と思われた（自らの言語による行動

調整機能の活用）。 

 

第２時 

具体的にトイレの場面を設定し、男性教員 

が性器の模型教材をつけてロールプレイ 

を行った。教員がふざけて見たり触ったり 

する様子を演じることで、児童は気づいた 

ことを話し合い、どのように感じるか様々 

な意見が出た。模型を見て、目を背ける児 

童もいれば、笑いながら見る児童もおり、 

反応は多様であった。 

●ロールプレイを見て、大きな声で「触っ 

ていい？」と聞く場面に対して「ダメ」と 

言う児童がおり「大きい声でしゃべると先 

生に知られるから」とその理由を述べた。 

評価：行為が「やってはけないこと」との

認識があるものの、罪を避けるための判断

をしていたことがわかった。 
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（ア）  内容選定についての考察  
 プライベートゾーンを見たり触ったりして

はいけないことはわかってきているが、「なぜ

だめなのか」「どこがプライベートゾーンなの

か」「なぜ大事なのか」について考えることは

重要である一方、理由の抽象度が高く、理解

が難しかった。しかし、プライベートゾーン

の授業後、検温の際に「検温してもいい？」

と聞くと、「ちょっと胸にあたる」と言った児

童がいた。この様子から、体を人から触れら

れることに意識を向けられる児童がいること

がわかった。意識できる児童とできない児童

の違いを、理解状況や自己管理行動の遂行状

況から探り、有効な理解を促すための内容選

定が課題となった。  
（イ）  方法についての考察  
 第１時では、言語による問いかけを中心に

行ったが、児童にとっては「罪を避ける」と

いう外的動機付けに留まっていた。一方で、

Ｇ児のように授業後に尻を触る行動が減少し

た児童もおり「なぜダメか」の理由の理解が

重要と思われた。第２時では模型教材を用い

たロールプレイを行った。視覚的・体験的に

「見る・触る」「見せる・触らせる」ことがな

ぜだめなのか、ということを児童が考え、気

持ちを言語化する姿が見られ、児童の意識の

変容を促すことの可能性が示された。一方、

「握手や頭をなでる」などに対しても、全て

「だめ」と答える児童がいたことから、「だめ」

が正解と誤学習していることも危惧された。

指導方法の工夫が課題である。  
（ウ）  学習形態についての考察  

全体で実施したことで観察学習による理解

の促進が期待される一方で、児童の理解には

大きな個人差が見られた。特に、プライベー

トゾーンの学習は、個別の理解状況と言語概

念機能・行動調整機能に応じた支援が必要と

思われた。抽象的な概念理解を促進するため

の検討を進める上で、発達状況把握について

重要な観点が得られた。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同時期に、性に関する問題行動に関してい

くつか気になる児童について学年教員で話し

合われることがあった。  

 
 
 

〈実践⑤〉を受けた後の『ふれあいゲーム』

の様子 

 

●Ｆ児（女子）がＪ児（男子）に「こちょ 

こちょ（擽り）」をしてほしいと選んだ。

Ｊ児はいつものように「まる」のジェスチ

ャーで返事をしたが、教員が「胸にあたっ

てしまうかもしれないけど、いいの？」と

問いかけるとＢ児やＫ児（女子）が「やだ

ー」と言い、Ｂ児は「胸」と言いながら胸

を隠す仕草をした。その後、話を聞いてい

たＪ児に教師が「どうする？」と問いかけ

ると、バツ（だめ）のジェスチャーをした。 

評評価価：：Ｊ児はくすぐりたかったのかもしれ

ないが、他の児童の反応からよくないと思

いなおしたと考えられる。他者の反応を手

掛かりに判断し、是非を理解することの有

効性に気づかされた。 

 

●Ｌ児（男子）がＫ児（女子）に「腕を組 

みたい」とカードを選んだ。すると、Ｋ児 

は「女の子、ブー」と自分で言い、断った。 

評評価価：：これまで何でも OK していたことを 

考えると、体に触れることについて意識 

がもてるようになってきたことが考えら

れる。しかし、男女だからだめだと理解し

ているとも考えられたため、実際に教員が

腕を組んで見せ、腕が相手の胸にあたるこ

とがよくないことを補足した。 

 

●Ｐ児（男子）は男子同士でも「胸を触 

るのだめだね」と言っていたが、実際にО 

児に「ぎゅーしてください」と言われた時 

「いいよ」と答えた。「胸触ったらだめだ 

って言ってたのにいいの？」と聞くと頷い 

た。「そしたらぎゅーしたらいいよ」とい 

うと、２人で抱き合った。他の児童に「ど 

う思う？」と問いかけると、「だめ」「胸」 

と言い、胸があたっていることに気づく児 

童がいた。しかし、Ｐ児は「触ったの背中、 

肩だね」と答えた。 

評評価価：：Ｐ児にとって触るということは『手

で触れること』であり、胸と胸が触れてい

ることは触っていることにならないとの 

●数名の児童に「握手してもいいですか」

「頭をなでてもいいですか」と聞いたとこ 

ろ、全て「ダメ」と答えるようになった。 

評価：ダメと答えることが正解だと思いこ

み、価値判断の不十分さが推察された。 

 

− 124 − − 125 −

知的障害特別支援学校における包括的で系統性が保たれた性教育のあり方に関する実践的検討



12 

 
 
 
Ｆ児のケースは、周りの声を聞いて、「自分

がやりたい」を通すのではなく、「これは良く

ないことなんだ」という是非の理解に繋がっ

たと考えられる。Ｐ児のケースでは、児童に

とって身体接触の理解が断片的であったた

め、「触る」の言語認識を踏まえて「手で触る」

以外の接触についても考えられるような支援

の必要性が示唆された。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業以外の場面でも、上記のような気にな

る行動が見られた、担当した学年教員の間で

は「課題がいろいろと一気に出てきたね」と

言う会話があった。高学年の成長期という時

期的な要因はあるが、一気に出てきたわけで

はなく、教員が性教育に対して意識し、教員

間で情報を共有するようになったことで気づ

けたことが増えたと推測された。実践では、

学年教員と話し合いの機会を適時的にもち、

子ども達の実態を踏まえた授業内容、適切な

教材などについて協議してきたが、生活全般

を通して性教育を行うという意識をもつ必要

があり、教員間の情報共有や連携は不可欠で

あることが明らかになった。  

 
（（２２））全全体体計計画画作作成成のの検検討討結結果果とと考考察察  

 月に１回の保健体育科教科部会で性教育

の全体計画について検討した。性教育に関す

る協議は、６月、８月、10 月、12 月、２月、

３月の計６回実施した。まず、「なぜ性教育が

必要なのか」についての共通理解を図り、各

学部で共通のワークブックを活用した実践を

行う方針を共有した。しかし、教科部会は 36
名と大人数のため、全体での話し合いでは意

見が出にくく、また、情報が十分に伝わって

いるかの把握が難しかった。そこで、学部ご

とに協議することとし、各学部の代表が事前

に打ち合わせを行った。協議内容について共

通理解するため下記の３点を指針とし、始め

から難しいことを進めようとするのではなく、

できる範囲で行えることを考えた。  

 
 
 
 
 
 
 
 
話し合いの際に、これまで単発で行ってきた

性教育の授業は、学習内容が引継がれておら

ず、生徒が受けてきた授業記録がないことが

わかった。全体計画を策定する上で、性教育

に関する学びの空白や指導のバラつきの改善

が期待された。  

 
 
 
 
 
 
 
 

代表の打ち合わせで、上記のような話があ

った。以前、各教科部会で作成した指導内容

基準表が活用されていない現状があり、今回

も同じようになるのではないかという不安が

８月の全体会前に打ち合わせで決めたこ

と 

・各学部で実践を共有し、事実に基づいて 

内容の適切さと学年やどの教科で行うか 

等単元の配置を検討する。 

・今年度の実践だけでなく、過去の実践 

も踏まえて検討資料とする。 

・実践未実施の場合は、今後の授業計画 

を確認・策定して９月から実践開始とす 

る。 

代表の打ち合わせ 

TA「教科部会で以前、指導内容基準表を作

成したけど、今はほとんど活用されてな

い。今回の全体計画も同じようになるか

もしれない」 

TB「存在すら知らない人がどんどん増えて

いって、何それ？っていう感じになる」 

TC「せっかく作るのだから、使ってもらえ

るものを、参考にしてもらえるものを作

りましょう」 

 

気になる行動 

●М児（男子） 

特定の男子児童に自分の二の腕を触らせ 

るという行動が見られた。教員間で注意し 

て観察していると、自由に座る際、М児は 

その男子児童の隣に座っていることが多 

く、ぴったりとくっついていることがわか 

った。また、昼休みには男子児童のクラス 

の前に来て、教室の中を見ていることがわ 

かった。 

●Ｏ児（男子） 

特定の女性教員に対し、後ろから覆いかぶ 

さったり、尻を触ったりするなどの行動 

が見られた。 

理解とわかった。理解の不備を具体的に探

りながら、修正する対応も必要でると思わ

れた。 
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あることがわかった。  
８月、10 月、12 月は、全体ではなく、各学

部で実践内容が適切かどうか、どの学年で取

り扱うべきか、今後の計画等について検討し

た。また、手引きやニーズを参考に計画に不

足している学習内容を明確にし、どの学部・

学年で実施するか等を検討した。8 月の時点

では、学部によって実践の進み具合が異なり、

性教育の授業を行っている学部もあれば、保

健の授業は実施していても、性教育の授業を

実施していない学部もある等、実施状況に差

があることがわかった。さらに、意思の疎通

が円滑に行えないことや、話し合いの進行具

合が把握しにくいことが課題となった。  
 小学部の検討会は、３名の教員（担当は１

年、３年、６年）で行い、共通の計画表に従

い、性教育実践をどの学年・教科で行うのか

を協議した。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て着替えるよっていう」 

TD「意識付けというか、１年生はやっぱ 

りタオル巻いて着替えるよっていうこ 

とは一応おさえている。大事なところだ 

から見えないようにしようねって自分 

は伝えている」 

TD「これも１年生から実施したらいいです 

よね。更衣室での着替え方は使う時がき 

てからでいいと思う。今は教室で着替え

ているので。」 

  →→１１年年生生かからら学学習習すするる  

  

・お風呂に入ろう（手順） 

TC「お風呂の入り方と一緒にしてもいいの

かなと考えています」 

TE「繋がっているというか、わざわざ分け

なくてもいいかな」 

→→「「おお風風呂呂のの入入りり方方」」とと一一緒緒にに合合宿宿のの

実実施施学学年年でで学学習習すするる  

 

・友達との距離感、ふれあいゲーム 

TC「ふれあいゲームの活動の際に、友達と 

の距離感についても一緒に実施しよう 

と考えてる」 

TC「必ず相手の同意が必要だということ、 

自分がいいと思っていても、友達は嫌 

がってるかもしれないということを学 

習できたらと考えてる」 

TE「３年生でも十分できるね。実際、教員

に対する距離感、女子児童の男性教員

に対しての距離感とか、男子児童でも

女性教員に対して距離が近かったり、

膝の上に乗ってきたりしている。日常

生活でやりとりしているが、人との距

離について授業で考えるを機会を設け

るということとは悪いことじゃない」 

TC「年齢でだめだというのではなくて、時

と場合によって違うことや、相手によっ

ても違うということを理解することが

大事だと思います」 

TC「低学年の時は児童が甘えたい時期で教

員とのふれあいが多くていいのではな

いかと考えている。３年生くらいから繰

り返し考える機会をもつといいですか

ね」 

TD「そうですね」 

   →→３３年年生生かからら繰繰りり返返しし学学習習すするる  

 

・月経 

TC「６年生には、もう月経がきている児童

がいる」 

 

検討会（小学部）の記録 

・男女別のトイレ 

低学年の教室にはトイレがついており、男 

女別ではないという環境 

TC「校外学習には１年生から行くため、男

女別に入ることを繰り返し学習しても

いいのかなと」 

TD「『廊下のトイレ、どっちに入るの？』

とこの時は思い付きではあるが、１年生

でも話をしていた。」 

→→１１年年生生のの頃頃かからら繰繰りり返返しし学学習習すするる  

 

・お風呂の入り方（男女別、着替える場所） 

TC「合宿前の時期がいいのかなと考える

と、高学年になりますね」 

TE「合宿のタイミングでいいと思うので、

５年生かな」 

  

→→計計画画のの記記載載はは４４年年ににななっってていいるるがが、、  

ＡＡ校校小小学学部部ででのの合合宿宿はは５５・・６６年年生生でで  

行行わわれれるるたためめ、、５５・・６６年年生生でで学学習習すするる  

  

・プール前の指導（プライベートゾーン） 

TD「計画は６年生からの記載になっていま 

すが」 

TE「これはもっと早くてもいいのでは、３ 

年生とか」 

TC「着替え方になるんです。タオルを巻い 

  

− 126 − − 127 −
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ないことなんだ」という是非の理解に繋がっ
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とって身体接触の理解が断片的であったた

め、「触る」の言語認識を踏まえて「手で触る」

以外の接触についても考えられるような支援

の必要性が示唆された。  
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言う会話があった。高学年の成長期という時

期的な要因はあるが、一気に出てきたわけで

はなく、教員が性教育に対して意識し、教員

間で情報を共有するようになったことで気づ

けたことが増えたと推測された。実践では、

学年教員と話し合いの機会を適時的にもち、

子ども達の実態を踏まえた授業内容、適切な

教材などについて協議してきたが、生活全般

を通して性教育を行うという意識をもつ必要

があり、教員間の情報共有や連携は不可欠で

あることが明らかになった。  

 
（（２２））全全体体計計画画作作成成のの検検討討結結果果とと考考察察  

 月に１回の保健体育科教科部会で性教育

の全体計画について検討した。性教育に関す

る協議は、６月、８月、10 月、12 月、２月、

３月の計６回実施した。まず、「なぜ性教育が

必要なのか」についての共通理解を図り、各

学部で共通のワークブックを活用した実践を

行う方針を共有した。しかし、教科部会は 36
名と大人数のため、全体での話し合いでは意

見が出にくく、また、情報が十分に伝わって

いるかの把握が難しかった。そこで、学部ご

とに協議することとし、各学部の代表が事前

に打ち合わせを行った。協議内容について共

通理解するため下記の３点を指針とし、始め

から難しいことを進めようとするのではなく、

できる範囲で行えることを考えた。  

 
 
 
 
 
 
 
 
話し合いの際に、これまで単発で行ってきた

性教育の授業は、学習内容が引継がれておら

ず、生徒が受けてきた授業記録がないことが

わかった。全体計画を策定する上で、性教育

に関する学びの空白や指導のバラつきの改善

が期待された。  

 
 
 
 
 
 
 
 

代表の打ち合わせで、上記のような話があ

った。以前、各教科部会で作成した指導内容

基準表が活用されていない現状があり、今回

も同じようになるのではないかという不安が

８月の全体会前に打ち合わせで決めたこ

と 

・各学部で実践を共有し、事実に基づいて 

内容の適切さと学年やどの教科で行うか 

等単元の配置を検討する。 

・今年度の実践だけでなく、過去の実践 

も踏まえて検討資料とする。 

・実践未実施の場合は、今後の授業計画 

を確認・策定して９月から実践開始とす 

る。 

代表の打ち合わせ 

TA「教科部会で以前、指導内容基準表を作

成したけど、今はほとんど活用されてな

い。今回の全体計画も同じようになるか

もしれない」 

TB「存在すら知らない人がどんどん増えて

いって、何それ？っていう感じになる」 

TC「せっかく作るのだから、使ってもらえ

るものを、参考にしてもらえるものを作

りましょう」 

 

気になる行動 

●М児（男子） 

特定の男子児童に自分の二の腕を触らせ 

るという行動が見られた。教員間で注意し 

て観察していると、自由に座る際、М児は 

その男子児童の隣に座っていることが多 

く、ぴったりとくっついていることがわか 

った。また、昼休みには男子児童のクラス 

の前に来て、教室の中を見ていることがわ 

かった。 

●Ｏ児（男子） 

特定の女性教員に対し、後ろから覆いかぶ 

さったり、尻を触ったりするなどの行動 

が見られた。 

理解とわかった。理解の不備を具体的に探

りながら、修正する対応も必要でると思わ

れた。 
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あることがわかった。  
８月、10 月、12 月は、全体ではなく、各学

部で実践内容が適切かどうか、どの学年で取

り扱うべきか、今後の計画等について検討し

た。また、手引きやニーズを参考に計画に不

足している学習内容を明確にし、どの学部・

学年で実施するか等を検討した。8 月の時点

では、学部によって実践の進み具合が異なり、

性教育の授業を行っている学部もあれば、保

健の授業は実施していても、性教育の授業を

実施していない学部もある等、実施状況に差

があることがわかった。さらに、意思の疎通

が円滑に行えないことや、話し合いの進行具

合が把握しにくいことが課題となった。  
 小学部の検討会は、３名の教員（担当は１

年、３年、６年）で行い、共通の計画表に従

い、性教育実践をどの学年・教科で行うのか

を協議した。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て着替えるよっていう」 

TD「意識付けというか、１年生はやっぱ 

りタオル巻いて着替えるよっていうこ 

とは一応おさえている。大事なところだ 

から見えないようにしようねって自分 

は伝えている」 

TD「これも１年生から実施したらいいです 

よね。更衣室での着替え方は使う時がき 

てからでいいと思う。今は教室で着替え

ているので。」 

  →→１１年年生生かからら学学習習すするる  

  

・お風呂に入ろう（手順） 

TC「お風呂の入り方と一緒にしてもいいの

かなと考えています」 

TE「繋がっているというか、わざわざ分け

なくてもいいかな」 

→→「「おお風風呂呂のの入入りり方方」」とと一一緒緒にに合合宿宿のの

実実施施学学年年でで学学習習すするる  

 

・友達との距離感、ふれあいゲーム 

TC「ふれあいゲームの活動の際に、友達と 

の距離感についても一緒に実施しよう 

と考えてる」 

TC「必ず相手の同意が必要だということ、 

自分がいいと思っていても、友達は嫌 

がってるかもしれないということを学 

習できたらと考えてる」 

TE「３年生でも十分できるね。実際、教員

に対する距離感、女子児童の男性教員

に対しての距離感とか、男子児童でも

女性教員に対して距離が近かったり、

膝の上に乗ってきたりしている。日常

生活でやりとりしているが、人との距

離について授業で考えるを機会を設け

るということとは悪いことじゃない」 

TC「年齢でだめだというのではなくて、時

と場合によって違うことや、相手によっ

ても違うということを理解することが

大事だと思います」 

TC「低学年の時は児童が甘えたい時期で教

員とのふれあいが多くていいのではな

いかと考えている。３年生くらいから繰

り返し考える機会をもつといいですか

ね」 

TD「そうですね」 

   →→３３年年生生かからら繰繰りり返返しし学学習習すするる  

 

・月経 

TC「６年生には、もう月経がきている児童

がいる」 

 

検討会（小学部）の記録 

・男女別のトイレ 

低学年の教室にはトイレがついており、男 

女別ではないという環境 

TC「校外学習には１年生から行くため、男

女別に入ることを繰り返し学習しても

いいのかなと」 

TD「『廊下のトイレ、どっちに入るの？』

とこの時は思い付きではあるが、１年生

でも話をしていた。」 

→→１１年年生生のの頃頃かからら繰繰りり返返しし学学習習すするる  

 

・お風呂の入り方（男女別、着替える場所） 

TC「合宿前の時期がいいのかなと考える

と、高学年になりますね」 

TE「合宿のタイミングでいいと思うので、

５年生かな」 

  

→→計計画画のの記記載載はは４４年年ににななっってていいるるがが、、  

ＡＡ校校小小学学部部ででのの合合宿宿はは５５・・６６年年生生でで  

行行わわれれるるたためめ、、５５・・６６年年生生でで学学習習すするる  

  

・プール前の指導（プライベートゾーン） 

TD「計画は６年生からの記載になっていま 

すが」 

TE「これはもっと早くてもいいのでは、３ 

年生とか」 

TC「着替え方になるんです。タオルを巻い 
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知的障害特別支援学校における包括的で系統性が保たれた性教育のあり方に関する実践的検討
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筆者とベテラン教員の３人で担当学年が

低・中・高であったことは、それぞれの学年

段階での必要性をもとに、何ができるかにつ

いて検討できたことが良かった。話を進める

ことで、より内容が具体的になっていった。

また、どの学年でも同じような場面があり、

児童の実態に即して検討できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参考とする自治体の手引きを見て 

TC「石川県にはこの手引きがない」 

TE「これが基準になったりして」 

TC「そうですね、B 校にはあるんですよね」 

TD「道徳の年間計画ですね」 

TE「全体計画ね」 

TD「そうですね。全体計画っていうイメー

ジですね」 

TE「もう全体計画を作るために作っている

からね」 

TD「そうですよね」 

TE「そういえばそんな計画あったなって。

でも全く実施していないわけじゃなく

て、それなりに取り組んでいて。ただ、

体系化されていないから、単発的だった

り、系統立てていなかったり、というと

ころを整理すればいいね」 

TC「そうですね。授業計画の中に無かった

ので、性教育の学習を実施したりしなか

ったり、学年によってもバラバラなの

で、それがしっかり決まればいいなと思

っています」 

 

TD「そうですか」 

TE「実際、この学校の児童の月経に対する

指導って、誰がどのタイミングで行って

いる？」 

TC「全体では行っていないと思います。保 

護者と担任が行っていると思います」 

TE「男性教員が担任だったら級外の女性の 

先生が行ってるね」 

TC「毎回一緒に行って、個別で指導してる

と思います」 

TE「一緒にトイレに行っているね」 

TD「でもそれはただの手当の仕方ってこと 

ですよね」 

TC「そうです」 

TE「学習ではない」 

TC「なぜ月経があるのかはわかっていな

い」 

TE「なるほど。そういう意味なのかもしれ

ないね高２で行うことになっているの

は。メカニズム的なことがわかるタイミ

ングがその時期なのかもね。赤ちゃんを

生む準備だということは小学生で理解

することは難しいからってことなのか

もしれない。でも手当の仕方を学習する

タイミグで、同時に伝えていくことは必

要かもしれない。徐々に理解するのでは

ないか」 

TD「体の変化の学習と関わってくる」 

TC「以前、担当児童が中学部に上がるタイ

ミングで、小学部１年生の頃から体が大

きくなった話をして、月経と射精の学習

を行ったことがある。そしたら、素直な

子は『ぼく射精きたよ』って教えてくれ

たことがあった。これは病気じゃないと

いうことを理解するためにも、体の変化

の学習の時に行うことがいいのではな

いかと思う」 

TD「そうですね。計画には中２高２と書か

れいて、どこまでの内容を学習すればい

いのかわからないけれど、小学部から中

学部に上がる前に学習できたらいいタ

イミングですよね」 

TC「ワークブックに書かれている内容は、

処理の仕方ですね」 

TD「月経は女子だけの授業と書いてあるけ

れど、男子も学習したらいいですね」 

TC「いいと思います」 

TE「小学校では４年生くらいでしますけ

ど、男女共修です。子どもを産むための

準備という話をしていますね」 

TC「女子、男子で分かれて授業を行うと書 

かれているところは消しますね」 

・精通について 

TC「精通についてが、高等部の産技コース

の生徒対象になっている」 

TD「さっきの女子じゃないが、中学部にあ 

がる時期、自分の体の変化や成長を知る

６年生くらいがいいのでは」 

TE「そうはいうものの、早い段階から学習

してもいい。子ども達に応じた指導をす

ればいい。繰り返し繰り返し学習したら

よい」 

TE「さっきの話の児童は 5 年生の時期だっ

たね？」 

TC「そうですね」 

TE「その時すでに（精通が）あったという

とだね。早い子は４、５年生であるね」 

TC「そしたら５、６年生ですかね」 

→→月月経経、、精精通通のの内内容容はは、、男男女女別別ににせせずず

６６年年時時にに合合同同でで学学習習すするる  
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各学部の代表メンバーと打ち合わせをした

際に懸念していた「指導内容基準表」につい

て、小学部の検討会でも懸念の声があった。

しかし、否定的に捉えるのではなく肯定的に

捉え、授業に活用しやすい内容になるものを

作成することを重視して取り組むこととした。 

小学部における検討は少人数で行われたた

め、対象児童の具体的な姿を想起しながら密

な協議が可能となり、学部段階での計画検討

は有効であったと評価できる。現在、全体計

画の作成を進行中であり、３月の完成を予定

している。一方で、学部を越えた全体での検

討会運営には課題が残った。実践の共有や計

画の整合性を図るための細やかな意見交換が

不十分であった。全教員が性教育の必要性を

理解している前提でいたが、共通の目的意識

をもって取り組むためには、性教育の定義や

価値観について議論を重ね、教員の意識変容

を促すプロセスを重視すべきであった。教員

間の共通理解と連携体制の構築が、性教育の

継続的かつ系統的な実施に不可欠である。 

                    

ⅣⅣ  ままととめめ 

本研究では、知的障害特別支援学校におけ

る性教育の実態と教育的ニーズを明らかにし、

全体計画の策定及び効果的な指導方法の構築

に向けた実践的研究を行った。性教育の実施

状況には、自治体間、校種間で大きな差があ

り、特別支援学校においては、全体計画が不

足していることが確認された。  
授業実践では、国際ガイダンスが示す８つ

のキーコンセプトや、児童生徒・保護者のニ

ーズを踏まえて授業内容を選定した。児童の

発達の状態に応じた内容選定と、視覚的・体

験的な方法の活用が有効であることが明らか

となった。特に、生活経験と結びつけた体験

的学習が理解と行動変容を促し、動画や実物

教材を用いた「自己の行動の可視化」が有効

であることが確認された。「知的障害児が性教

育の授業を行っても理解することは難しいの

ではないか」という無意識のバイアスをもっ

てしまうが、本研究を通じて児童の行動変容

からそれを払拭することができた。児童生徒

には、性に関する知識を知る権利があり、小

学部段階から自己選択・意思決定のスキルを

育む機会をもつことは重要である。子どもの

権利を尊重し、生活全般を通じて性教育を展

開するためには、まず教員自身の意識改革が

不可欠である。  
これまで性教育の計画・実践は、保健体育

科教員で検討してきたが、今後は他教科の教

員との連携・協議が欠かせない。特に、性教

育の内容には、人権等の道徳的内容が含まれ

るが、特別支援学校の教育課程において、道

徳は「教育活動全体を通じて行うもの」とさ

れ、独立した時間枠が設定されていない。そ

のため、どの内容をどの教科・領域で扱うか

を年間指導計画に明記し、教科横断的な視点

で計画を継続的に改善していく必要がある。

今後は、「人権」や「多様な性」といった不足

領域を充実させ、児童生徒が、自ら性に関す

る責任ある自由な選択をするための包括的性

教育の実現を目指したい。 

 

引引用用文文献献・・参参考考文文献献 

１）浅井春夫（2018）我が国の性教育制作の 

分岐点と包括的性教育の展望―学習指

導要領の問題点と国際スタンダードか

らの逸脱―『まなびあい』11, pp.88-101。 

２）平尾太涼（2014）知的障害をもつ学生に 

対する性教育プログラムの開発と実践

Ⅰ『中国学園紀要』第 13 巻，pp17-22。 

３）糸岡夕里・岡田優佳（2023）特別支援学 

校における知的障害のある生徒への性 

に関する指導,『愛媛大学教育学部紀要』 

TE「指導内容基準表と同じで、決まると本

当はみんなが実施しやすくなるよね。こ

のタイミングでこれを実施するって決

まれば、実践が増えていき、そのための

資料がどんどん溜まっていくだろうし」 
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知知的的障障害害ののああるる高高等等部部生生徒徒へへのの社社会会科科教教育育のの在在りり方方  

――  自自分分のの思思いいやや考考ええをを表表現現ででききるる主主体体のの育育成成をを目目指指ししてて――  

 

森田 綾子 

 

金沢大学大学院教職実践研究科 

 

【【概概要要】】軽度知的障害がある高等部の生徒を対象に行った授業アンケートから、生徒たち

は、社会科の授業で「知らなかったことを知りたい」「世界で起こっている出来事について

知りたい」と願っていることがわかった。しかし、現在の特別支援教育の社会科は、生徒

たちの知的好奇心に十分に応えるには至っていない。 

本研究は、インフォームドコオペレーションによる授業を行い、生徒と教師が相互主体

的な関係で授業を企画・実践・評価・省察することで、軽度知的障害のある生徒たちが自

らの目標実現に向けて思考し、表現できる社会科授業の在り方を検討した。その結果、「周

りの出来事に影響を受けるだけの客体ではなく、知ることで、自ら考え、行動する主体と

して社会と関わりたい」という目標志向的行動を引き出すことができた。これより、イン

フォームドコオペレーションによる社会科授業には、主体の育成に寄与しうる可能性があ

ることを示した。 

 

ⅠⅠ  問問題題とと目目的的  

１１．．問問題題  

11））社社会会科科授授業業にに生生徒徒がが求求めめるるもものの 

2025 年２月に行った予備調査により、軽度

知的障害のある生徒たちは、社会科を学んで

「知らなかったことを知りたい」「世界で起こ

っている出来事について知りたい」と願って

いることが明らかになった（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知らなかったことを知りたいという知的好

奇心は人間誰しもが生まれながらにもつ欲求

である。信田（2024）が指摘するよう、知的

障害者児にも知的好奇心があり、物事を知り・

考え・判断する能力がある。しかし、現在の

知的障害に対する特別支援教育の社会科授業

は、生徒たちの知的好奇心に十分に応えるに

は至っていないのではないかと思われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 生徒が社会科教育に望むことの結果 
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